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平
成
26
年
４
月
１
日
採
用
の
一
般

行
政
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
採
用
予
定
人
員

若
干
名

▼
受
験
資
格

①
昭
和
63
年
４
月
２
日
〜
平
成
８
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
人

②
日
本
国
籍
を
有
す
る
人
で
地
方
公

務
員
法
第
16
条
の
規
定
に
該
当
し

な
い
人

▼
試
験
日
・
内
容

【
１
次
試
験
】
９
月
22
日

社
会
人
文
、
一
般
知
識
な
ど
高
等
学

校
卒
業
程
度
の
５
肢
択
一
試
験

【
２
次
試
験
】
10
月
中
下
旬

適
性
・
小
論
文
・
面
接
試
験
、
グ
ル

ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど

▼
場
所

役
場

▼
申
込
方
法

申
込
書
（
※
７
月
16
日
　
か
ら
役

場
総
務
政
策
課
窓
口
で
配
布
）
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、
提
出
。

▼
受
付

７
月
22
日
　
〜
８
月
９
日
　

役
場
開
庁
時
間
内
（
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
５
時
15
分
）

※
郵
送
の
場
合
は
、
簡
易
書
留
で
消

印
が
８
月
９
日
ま
で
有
効

▼
申
込
・
問
合
せ
先
　

総
務
政
策
課
庶
務
行
政
室
　

牲
26
・
２
２
４
０
（
直
通
）

平
成
26
年
度

吉
岡
町
職
員
採
用
試
験

７
月
22
日
〜
８
月
９
日
申
込
み
受
付
け

小
学
校
が
夏
休
み
期
間
中
、
学

童
ク
ラ
ブ
（
駒
寄
第
１
、
駒
寄
第

２
）
に
勤
務
で
き
る
子
育
て
経
験

の
あ
る
人
を
募
集
し
ま
す
。

応
募
さ
れ
る
場
合
、
一
度
ご
連

絡
の
上
、
履
歴
書
を
持
参
く
だ
さ

い
。

▼
時
間

１
日
５
時
間
程
度

▼
賃
金

時
給
８
８
０
円

▼
募
集
人
数

若
干
名

▼
応
募
締
切

６
月
28
日
　

▼
応
募
・
問
合
せ
先

社
会
福
祉
協
議
会

牲
54
・
３
９
３
０

日�

月�

金�金�

▼
表
彰
基
準

【
銅
章
】
５
年
以
上
無
事
故
・
無
違

反
の
人

【
銀
章
】
10
年
以
上
無
事
故
・
無
違

反
で
銅
章
を
受
章
し
て
い
る
人

【
金
章
】
15
年
以
上
無
事
故
・
無
違

反
で
銀
章
を
受
章
し
て
い
る
人

【
金
冠
銀
章
】
20
年
以
上
無
事
故
・

無
違
反
で
金
章
を
受
章
し
て
い
る
人

【
金
冠
金
章
】
30
年
以
上
無
事
故
・

無
違
反
で
金
冠
銀
章
を
受
章
し
て
い

る
人

【
旭
日
金
冠
章
】
40
年
以
上
無
事

故
・
無
違
反
で
金
冠
金
章
を
受
章
し

て
い
る
人

▼
対
象
者
　
渋
川
交
通
安
全
協
会
の

会
員
で
表
彰
基
準
を
満
た
し
て
い
る
人

▼
申
込
締
切

【
役
場
】
７
月
16
日
　

【
渋
川
交
通
安
全
協
会
】
７
月
31
日

▼
必
要
書
類

印
鑑
、
運
転
免
許
証
、
交
通
安
全
協

会
会
員
証
、
無
事
故
無
違
反
証
明
書

発
行
手
数
料
６
３
０
円

※
交
通
安
全
協
会
で
申
込
む
場
合

は
、
無
事
故
無
違
反
証
明
を
各
自
で

取
得
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

町
民
生
活
課
生
活
環
境
室

牲
26
・
２
２
４
３(

直
通)

25
年
秋
の
優
良
自
動
車
運
転
者
表
彰

受
付
け
が
は
じ
ま
り
ま
す

４
月
６
日
　
渋
川
市
民
会
館
で
開

催
さ
れ
た
「
渋
川
警
察
署
管
内
交
通

安
全
総
決
起
大
会
」
に
お
い
て
優
良

運
転
者
と
し
て
表
彰
さ
れ
た
人
を
紹

介
し
ま
す
。
※
敬
称
略

【
旭
日
金
冠
章
】
渡
邊
　
洋
（
大
久
保)

冨
岡
　
淳
（
南
　
下)

星
名
建
基
（
北
　
下)

【
金
冠
金
章
】
田
中
和
美
（
大
久
保)

渡
辺
一
男
（
南
　
下
）

松
岡
正
好
（
陣
　
場)

平
林
優
平
（
上
野
田)

【
金
冠
銀
章
】
野
田
文
子
（
大
久
保)

【
銀
章
】

関
根
和
夫
（
上
野
田)

木
下
ア
イ
子(

上
野
田)

【
銅
章
】

須
永
堅
太
郎(

南

下)

須
永
　
恵
（
南
　
下)

渡
邊
久
子
（
小
　
倉)

以
上
13
名

土�

募
集
・
受
付

水�

火�

火�
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24
年
度
か
ら
、
国
土
調
査
法
に
基

づ
く
地
籍
調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

町
は
陣
場
地
区
を
３
地
区
に
分
け

て
地
籍
調
査
事
業
を
進
め
て
お
り
、

25
年
度
は
下
陣
場
県
道
東
地
域
の
現

地
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

ま
た
、
下
半
期
に
24
年
度
に
現
地

調
査
を
し
た
陣
場
Ｉ
地
区（
上
陣
場
）

の
成
果
の
閲
覧
を
実
施
し
ま
す
。

地
籍
調
査
と
は
？

「
地
籍
」
と
は
土
地
の
情
報
で
、

い
わ
ば
土
地
の
戸
籍
で
す
。「
地
籍

調
査
」
は
土
地
の
情
報
を
明
確
に
す

る
こ
と
が
目
的
で
す
。

一
筆
ご
と
に
皆
さ
ん
に
境
界
な
ど

を
確
認
し
て
い
た
だ
き
、
測
量
し
ま

す
。
そ
の
結
果
、
正
確
な
土
地
の
面

積
な
ど
が
分
か
り
ま
す
。

ま
た
正
確
な
図
面
（
地
籍
図
）
を
作

成
す
る
こ
と
が
で
き
、
調
査
の
成
果

が
法
務
局
に
送
付
さ
れ
る
と
、
登
記

簿
が
正
確
な
も
の
に
改
め
ら
れ
ま
す
。

ど
う
し
て
調
査
が
必
要
な
の
？

現
在
、
法
務
局
に
備
え
付
け
ら
れ

て
い
る
地
図
（
公
図
）
は
土
地
改
良

事
業
実
施
済
み
地
区
を
除
く
ほ
と
ん

ど
が
、
明
治
時
代
の
地
租
改
正
で
作

ら
れ
た
も
の
を
基
礎
と
し
て
い
ま

す
。
土
地
の
境
界
が
不
明
確
、
測
量
が

不
正
確
な
ど
の
場
合
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
土
地
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る

行
為
の
基
礎
に
な
る
地
籍
を
正
確
に

把
握
す
る
た
め
、
こ
の
調
査
を
実
施

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

調
査
す
る
と
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
？

①
境
界
の
位
置
が
不
明
に
な
っ
て

も
、
正
確
に
復
元
で
き
る
。

②
土
地
の
形
状
や
面
積
の
明
確
化
。

③
迅
速
な
災
害
復
旧
が
可
能
。

④
固
定
資
産
税
の
課
税
が
適
正
化
。

⑤
円
滑
な
土
地
取
引
が
可
能
。

調
査
費
用
は
？

地
籍
調
査
に
か
か
る
費
用
は
、

国
・
県
・
町
が
負
担
し
ま
す
。
土
地

所
有
者
に
調
査
費
用
の
負
担
を
求
め

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

調
査
に
は
土
地
所
有
者
の
境
界
立

会
い
と
確
認
行
為
が
必
要
で
す
。

全
町
完
了
に
は
、
三
十
数
年
を
要

し
ま
す
が
、
事
業
の
推
進
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

地
籍
調
査
事
業
に
着
手
し
ま
し
た

土
地
関
係
の
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
止
・
効
率
的
な
土
地
利
用

土
地
・
道
路

民
法
７
１
７
条

土
地
の
工
作
物
の

占
用
者
お
よ
び
所
有
者
の
責
任

道
路
法
43
条

道
路
に
関
す
る
禁
止

条
項

▼
注
意
事
項

①
歩
行
者
や
自
転
車
、
自
動
車
の
安

全
を
十
分
確
保
し
、
ま
た
、
転
落

事
故
な
ど
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に

十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

②
電
線
や
電
話
線
が
あ
る
場
所
で
作

業
す
る
場
合
は
、
管
理
者
の
立
会

い
の
も
と
、
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

事
前
に
電
力
会
社
や
電
話
会
社
に

連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
連
絡
先

東
京
電
力
群
馬
カ
ス
タ
マ
ー
セ
ン
タ
ー

牲
０
１
２
０
・
９
９
５
・
２
２
２

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
を
御
利
用
で
き
な

い
場
合
は

牲
０
２
７
・
８
９
８
・
３
４
０
６
へ

平
日
午
前
９
〜
午
後
７
時
（

は
午

後
６
時
ま
で
）

Ｎ
Ｔ
Ｔ

（
24
時
間
年
中
無
休
）

牲
１
１
３
（
局
番
な
し
）

牲
０
１
２
０
・
４
４
４
・
１
１
３

土
地
・
道
路
に
関
す
る
問
合
せ
先

役
場
産
業
建
設
課
用
地
管
理
室

牲
26
・
２
２
７
９
（
直
通
）

道
路
や
歩
道
に
張
り
出
し
た
枝

や
倒
木
は
、
通
行
す
る
人
や
車
の

妨
げ
と
な
り
、
大
変
危
険
で
す
。

強
風
・
大
雨
な
ど
災
害
時
の
安

全
確
保
の
た
め
に
も
、
樹
木
管
理

へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

特
に
、
通
学
路
と
し
て
利
用
さ
れ

て
い
る
道
路
は
、
管
理
を
徹
底
し

て
く
だ
さ
い
。

土
地
の
所
有
者
さ
ま
へ

所
有
す
る
土
地
が
次
の
よ
う
な

状
態
に
な
っ
て
い
る
場
合
は
、
樹

木
の
伐
採
や
枝
払
い
が
必
要
で
す
。

●
道
路
や
歩
道
に
枝
が
張
り
出
し
て

い
る
。

●
枯
れ
木
や
折
れ
枝
が
通
行
の
邪
魔

を
し
て
い
る
。

●
竹
木
の
繁
茂
が
通
行
の
邪
魔
を
し

て
い
る
。

私
有
地
か
ら
張
り
出
し
た
枝
は
、

土
地
所
有
者
に
所
有
権
が
あ
る
た

め
、
町
で
は
伐
採
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
倒
木
な
ど
が
原
因
で
通

行
者
や
車
に
事
故
が
発
生
し
た
場

合
、
樹
木
が
植
生
す
る
土
地
の
所

有
者
が
責
任
を
問
わ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

樹
木
の
伐
採
・
所
有
地
管
理
の
お
願
い

道
路
を
安
全
に
保
つ
た
め
に

土�

吉岡町役場 牲54―3111（代表）
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現
在
、
児
童
手
当
を
受
け
て
い
る

人
は
、
毎
年
６
月
に
「
児
童
手
当
現

況
届
」
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。毎

年
６
月
１
日
に
お
け
る
状
況
を

審
査
し
、
引
き
続
き
児
童
手
当
を
受

給
で
き
る
要
件
が
あ
る
か
を
確
認
す

る
た
め
の
届
で
す
。

提
出
が
な
い
と
、
６
月
以
降
、
手

当
の
支
給
が
差
し
止
め
ら
れ
ま
す
。

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

現
況
届
の
用
紙
は
、
健
康
福
祉
課

福
祉
室
の
窓
口
で
、直
接
お
渡
し
し
、

記
入
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

対
象
者
に
は
お
知
ら
せ
を
郵
送
し

ま
し
た
。
必
要
な
も
の
を
持
参
の
う

え
、
役
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
期
限

６
月
21
日

▼
受
付
時
間

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

（

は
除
く
）

▼
問
合
せ
先

健
康
福
祉
課
福
祉
室

牲
26
・
２
２
４
７
（
直
通
）

▼
現
況
届
に
必
要
な
も
の

（
□
は
全
員
、
○
は
該
当
者
の
み
）

□
平
成
25
年
度
児
童
手
当
現
況
届
に

つ
い
て
の
お
知
ら
せ（
郵
送
さ
れ
る
）

□
印
鑑
（
朱
肉
使
用
の
も
の
）

□
受
給
者
の
健
康
保
険
被
保
険
者
証

な
ど
の
写
し[

受
給
者
が
被
用
者(

サ

ラ
リ
ー
マ
ン
等)

で
あ
る
場
合
。
各

自
Ａ
４
用
紙
に
コ
ピ
ー
し
た
も
の
を

持
参]

児
童
の
保
険
証
不
可
。

※
保
険
証
の
種
類
に
よ
っ
て
は
年
金

加
入
証
明
が
必
要
。

○
平
成
25
年
１
月
１
日
現
在
、
吉
岡

町
に
住
所
が
な
か
っ
た
人
は
、
平
成

25
年
度
児
童
手
当
用
所
得
証
明
書
。

※
１
月
１
日
時
点
の
住
所
地
で
取
得
。

○
配
偶
者
が
受
給
者
の
税
法
上
の
控

除
対
象
配
偶
者
に
な
っ
て
い
な
い
場

合
、配
偶
者
の
所
得
証
明
書
も
必
要
。

○
児
童
が
他
市
町
村
に
居
住
し
て
い

る
場
合
は
、
児
童
を
含
め
た
そ
の
世

帯
全
員
の
住
民
票

○
そ
の
他
、
必
要
に
応
じ
た
書
類

★
平
成
24
年
中
の
収
入
の
申
告
が
済

ん
で
い
な
い
人
は
、
必
ず
申
告
を
し

て
く
だ
さ
い
。（
申
告
に
つ
い
て
は

財
務
課
税
務
室
で
相
談
く
だ
さ
い
。）

６
月
は
現
況
届
の
提
出
月

児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
人
へ

幼
稚
園
就
園
奨
励
費

幼
稚
園
児
の
保
護
者
の
皆
様
へ

児
童
・
幼
児

�

�

金�

土�
日�

町
で
は
、
幼
稚
園
教
育
の
一
層
の

充
実
と
保
護
者
の
経
済
的
負
担
の
軽

減
を
図
る
た
め
、
私
立
幼
稚
園
の
授

業
料
な
ど
の
減
免
事
業
（
就
園
奨
励

費
の
支
給
）
を
行
っ
て
い
ま
す
。

就
園
奨
励
費
は
、
各
私
立
幼
稚
園

を
通
じ
て
支
給
し
ま
す
の
で
、
在
園

し
て
い
る
私
立
幼
稚
園
へ
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
対
象

・
吉
岡
町
に
住
所
を
有
す
る

・
私
立
幼
稚
園(

町
外
の
園
を
含
む)

に
通
う
満
３
〜
５
歳
児
の
保
護
者

※
所
得
状
況
に
よ
り
、
対
象
に
な
ら

な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

在
園
し
て
い
る
私
立
幼
稚
園
ま
た
は

教
育
委
員
会
事
務
局
学
校
教
育
室

牲
26
・
２
２
８
６
（
直
通
）
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�工事等
番号 工事・委託名 工事・委託場所

18 南下地内 ７社 6,760,000円 6,400,000円 94.7％ 技研測量設計
株式会社

教育委員会
事務局

平成25年度
八幡山グラウンド拡張事業
用地測量等業務委託

19 大久保地内 ７社 1,330,000円 1,230,000円 92.5％
株式会社
森田測量
設計事務所

上下水道課
平成25年度
配水管布設替等工事実施設計業務委託
（大久保地区その１）

20 大久保地内 ７社 1,510,000円 1,400,000円 92.7％ 三水設計
株式会社 上下水道課

平成25年度
配水管布設替等工事実施設計業務委託
（大久保地区その２）

21 上野田地内 ７社 1,380,000円 1,280,000円 92.8％ 都市設計
株式会社 上下水道課

平成25年度
配水管布設替等工事実施設計業務委託
（上野田地区）

22 漆原地内 ７社 1,610,000円 1,470,000円 91.3％ 株式会社
利根設計事務所 上下水道課

平成25年度
配水管布設替等工事実施設計業務委託
（漆原地区）

23 下野田・大久保
地内

５社 730,000円 640,000円 87.7％ 船尾造園 産業建設課
平成25年度
ふれあいやすらぎ公園
吉岡川堤防除草委託

24 上野田地内 ４社 3,990,000円 3,000,000円 75.2％ 船尾造園 産業建設課平成25年度
上野田ふれあい公園除草等業務委託

25 大久保地内 ７社 530,000円 380,000円 71.7％ 株式会社
飯塚組 産業建設課平成25年度

関越道東側側道除草委託（１工区）

26 下野田・大久保
地内

６社 560,000円 399,900円 71.4％ 森喜建設
株式会社 産業建設課平成25年度

関越道東側側道除草委託（２工区）

�工事等
番号 工事・委託名 工事・委託場所 参加業者数 落札率 落札業者 主管課等予定価格（税抜き） 落札金額（税抜き）

参加業者数 落札率 落札業者 主管課等予定価格（税抜き） 落札金額（税抜き）

27 大久保地内 ７社 1,950,000円 1,850,000円 94.9％
株式会社
吾妻水質
管理センター

上下水道課
平成25年度
吉岡町流域関連公共下水道
不明水対策調査業務委託

共
同
募
金
改
革
を
受
け
、配
分
は
、

地
域
の
課
題
解
決
に
向
け
た
配
分

（
助
成
）
と
な
り
ま
し
た
。

地
域
性
が
高
い
も
の
は
、
共
同
募

金
会
吉
岡
町
支
会
で
受
付
、
審
査
、

配
分
し
ま
す
。
申
請
の
窓
口
や
時
期

が
、
前
年
度
と
は
変
更
し
て
い
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
広
域
配
分
の
申
請
先
は
群
馬
県

共
同
募
金
会
（
牲
０
２
７
・
２
５

５
・
６
５
９
６
）
で
す
。
詳
細
は
、

直
接
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
助
成
金
額

総
事
業
費
の
75
％
ま

で
（
上
限
金
額
の
指
定
あ
り
）

▼
対
象
団
体

町
内
の
社
会
福
祉
法

人
・
特
定
非
営
利
活
動
法
人
（
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
）
・
任
意
団
体
（
法
人
格
の

な
い
団
体
）

▼
申
請
期
間
　

６
月
１
日
　
〜
７
月
31
日
　

▼
そ
の
他

地
域
配
分
の
申
請
書
類

は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い

ま
す
。
郵
送
ま
た
は
直
接
入
手
を
希

望
の
場
合
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
・
問
合
せ
先

共
同
募
金
会
吉
岡
町
支
会(

町
社
会

福
祉
協
議
会)

牲
54
・
３
９
３
０

共
同
募
金
の
配
分
申
請

25
年
度
か
ら
変
わ
り
ま
し
た

土�

水�

群
馬
県
は
、
５
月
・
６
月
を
「
春

の
環
境
美
化
月
間
」
と
し
、
環
境
美

化
活
動
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

町
も
、
県
の
活
動
と
あ
わ
せ
、
環

境
美
化
推
進
協
議
会
と
各
自
治
会
の

協
力
を
得
て
、
６
月
17
日
　
〜
21
日

□
の
期
間
、
ご
み
の
出
し
方
な
ど
の

一
斉
指
導
を
行
い
ま
す
。

期
間
中
、
各
ご
み
収
集
場
所
で
腕

章
を
付
け
た
役
員
が
現
地
指
導
を
し

ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

★
町
指
定
ご
み
袋
で
出
し
て
い
な
い

ご
み
に
は
、注
意
シ
ー
ル
を
貼
り
ま
す
。

必
ず
指
定
袋
を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先
　

町
民
生
活
課
生
活
環
境
室
　

牲
26
・
２
２
４
３
（
直
通
）

月�

金�

ご
み
収
集
場
所
マ
ナ
ー
ア
ッ
プ

春
の
環
境
美
化
週
間


